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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２８年１２月１５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏    

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２８年５月２７日 ００時０５分ごろ 

発生場所 東京都御蔵島
みくらじま

南東方沖 

御蔵島港ふ頭灯台から真方位１３７°１７.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°４０.９′ 東経１３９°４９.７′） 

事故の概要 漁船第一八三佐賀
さ が

明神
みょうじん

丸は、南南東進中、機関室内で火災が発生

した。 

第一八三佐賀明神丸は、甲板員１人が負傷し、船体に延焼し、沈没

した。 

事故調査の経過  平成２８年５月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第一八三佐賀明神丸、１６８トン 

 １３３８８７、明神水産株式会社 

 ４３.４５ｍ×６.０７ｍ×２.８６ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、７７２kＷ、平成６年１月２０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３８歳 

 四級海技士（航海、履歴限定） 

  免 許 年 月 日 平成２２年１２月２１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２７年２月１２日 

  免状有効期間満了日 平成３２年２月１１日 

漁労長 男性 ４２歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成１３年１月１６日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２８年１月１３日 

  免状有効期間満了日 平成３３年１月１５日  

機関長 男性 ３９歳 

 四級海技士（機関、機関限定） 

  免 許 年 月 日 平成２２年１２月１４日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２７年２月１２日 

  免状有効期間満了日 平成３２年２月１１日 

 死傷者等 軽傷 １人（甲板員） 
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 損傷 船体に焼損、沈没（全損） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、船長、漁労長及び機関長ほか乗組員２２人（日本国籍１６

人、インドネシア共和国籍６人）が乗り組み、平成２８年５月２６日

１７時５０分ごろかつお
．．．

一本釣り漁の目的で漁場に向けて千葉県館山

市館山港を出港し、主機を回転数毎分約６３０とし、約１３.５ノッ

トの対地速力で御蔵島南東方沖を南南東進していた。 

 機関員は、機関室当直中、２７日００時０５分ごろ、｢パーン｣とい

う破裂音を聞き、その方向を見たところ、１号発電機付近で火花を認

めた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船橋で当直していた乗組員は、船橋当直を終えて船員室に戻ろうと

していた時、破裂音を聞き、すぐに機関室に行ったところ、白煙及び

炎が出ていたので消火作業をしなければならないと思い、機関員と共

に機関長のところに報告に向かった｡ 

 機関長は、報告を受けてすぐに機関室に入ったところ、１号発電機

の船首側から船尾側にかけて炎が上がっており、黒煙と炎が激しくて

近寄れず、消火作業を断念して船橋に火災の発生を伝えに行った。 

 船橋当直中の航海士は、機関員から機関室で火災が発生したとの連

絡を受け、主機を停止した。 

漁労長は、破裂音を聞き、操舵室に向かい、火災が発生した旨の報

告を受け、操舵室の左舷側床部にある機関室からの脱出口のハッチを

開けたところ、黒煙が噴出したので同ハッチを閉めた。 

 本船は、漁労長が船舶電話で海上保安庁に本事故の発生を通報した

直後、電源を喪失した｡ 

漁労長は、操舵室後方にあった通風筒から黒煙が噴出していたの

で、乗組員に退船の指示を出してＥＰＩＲＢ（衛星利用非常用位置指

示無線標識装置）及びレーダートランスポンダを持ち、甲板長等に救

命筏
いかだ

を降下させた｡ 

本船は、００時２０分ごろ全員が退船して救命筏に乗り移った｡ 

機関員 

１号発電機 船尾側 船首側 

図１ 一般配置図 

主機 
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 乗組員は、０４時００分ごろ、遭難情報を受信して来援した漁船に

救助され、その後、巡視船に移乗して静岡県下田市下田港に搬送され

た｡ 

 本船は、巡視船等が警戒監視中、１１時３３分ごろ沈没した｡ 

 甲板員の１人は、操舵室付近にあった機関室から配管された清水管

の蛇口を開けて消火作業をしようとした際、熱湯がかかり、後日、高

知市の病院で右下腿熱傷と診断された｡ 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船の火災の状況、写真２ 

本船の火災の状況（拡大） 参照） 

 その他の事項 

 

本船は、船体中央付近に操舵室が、前部甲板下に１９か所の魚倉

が、同魚倉の船尾側に機関室が、機関室に隣接して船尾側の甲板上及

び甲板下に船員室が、それぞれ配置されていた。 

燃料油タンクは、機関室内及び船尾甲板下の区画に６か所あり、本

事故当時、Ａ重油が合計で約７６.５kℓ残っていた。 

本船は、機関室の中央付近に主機を配し、主機の右舷側に１号発電

機を、左舷側に２号発電機をそれぞれ据付けていた。 

本船は、発電機始動用のバッテリ（１２Ｖ、１５０Ａｈ）が１号発

電機の船尾側及び２号発電機の船首側にそれぞれ約５０cm の距離を置

いてバッテリ収納箱に２個ずつ備えられていた｡（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１号発電機は、前端出力軸からＶベルト駆動のダイナモで直流（約

２８Ｖ）を発電し、充電器を経由してバッテリを充電するようになっ

ていた｡ 

バッテリは、本事故当時、充電中であった｡ 

給気ダクトは、機関室の天井に設けられ、吹出口が１号発電機付近

及び１号発電機のバッテリ収納箱の後方から船尾方に向けられてい

た｡ 

 本船は、持運び式粉末消火器が、機関室に４本、食堂に１本、操舵

２号発電機 バッテリ 

１号発電機 バッテリ 

船尾側 船首側 

図２ 一般配置図 

主機 
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室に１本それぞれ備えられていた｡ 

 機関室内には、火災探知器がなかった｡ 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

あり 

なし 

 本船は、漁場に向けて南南東進中、機関室内から出火したものと考

えられる｡ 

 本船は、漁労長等が破裂音を聞いており、機関長が１号発電機の船

首側から船尾側にかけて炎が上がっていたことを確認し、当直機関員

が１号発電機付近で火花を見ていたことから、１号発電機付近から出

火して周辺に延焼したものと考えられるが、本船が沈没したことか

ら、出火の状況を明らかにすることはできなかった｡ 

 破裂音は、バッテリが充電中であったことから、過充電となって発

生した水素ガスに引火した際に生じた可能性があると考えられるが、

同音が発生するに至った状況を明らかにすることはできなかった｡ 

乗組員は、漁労長がＥＰＩＲＢ及びレーダートランスポンダを持ち

出し、作動させたことから、遭難情報を受信した付近の漁船に早期に

救助されるに至ったものと考えられる｡ 

原因  本事故は、夜間、本船が、漁場に向けて南南東進中、機関室内から

出火したことにより発生したものと考えられる｡ 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・始動用バッテリは、通風換気が良好な場所にバッテリ室を設ける

などして保管することが望ましい｡ 

・自動拡散型炭酸ガス消火器は、機関の上方に備えることが望まし

い｡ 

・機関室には、火災探知器等の設置が要求されていない船舶であっ

ても備えることが望ましい｡ 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

御蔵島港ふ頭灯台 

事故発生場所 

（平成２８年５月２７日 

 ００時０５分ごろ発生） 

館山港 

千葉県 

 館山市 
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写真１ 本船の火災の状況 

 
 

 

 

 

写真２ 本船の火災の状況（拡大） 

 

 

（写真は海上保安庁提供） 

 


